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令和３年12月橋本市議会定例会会議録（第２号）その３ 

令和３年12月６日（月） 

                                            

（午前10時25分 再開） 

○議長（小林 弘君）休憩前に引き続き、会

議を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番２、１番 岡本君。 

〔１番（岡本安弘君）登壇〕 

○１番（岡本安弘君）皆さま、おはようござ

います。令和クラブ、岡本安弘でございます。

どうかよろしくお願いいたします。 

 先ほど、11月３日に、午前９時28分ですけ

れども、和歌山県北部、震度５弱の地震が発

生いたしました。ちょうど私も庁舎内でいて

まして、地震も怖かったんですけれども、急

に響く警告音というか、あれにちょっと恐怖

したわけでして、一瞬、思考回路も停止いた

しました。 

 そんな中でやはり、後々考えたところ、日

頃の訓練や心構えというのがやはり重要やな

というふうに改めて感じたわけでございます。

やはり日頃の訓練というのを大事に思ったわ

けでして、皆さまもまた、日頃の訓練や心構

えというのをしっかりと持っていただきたい

なというふうに思います。 

 それでは、議長のお許しをいただきました

ので、通告に従いまして、一般質問を始めさ

せていただきます。 

 去る10月24日日曜日に橋本市教育文化会館

大ホールにおいて開催された、本市主催の食

品ロス削減を考えるシンポジウムに参加させ

ていただきました。私の参加動機は、市長が

さきの議会においてＳＤＧｓの取組を橋本市

全体で取り組むという方針を発表されました

とおり、私も持続可能な社会の実現に積極的

に関わっていく必要性を強く感じているから

であります。 

 ご講演いただいた食品ロスジャーナリスト

の井出留美さんの基調講演は、事実に基づく

資料やデータを活用した解説は本当に分かり

やすく、食品ロスを減らすための私たちの

日々の行動につなげるものに役立つものばか

りでした。 

 また、パネルディスカッションに登壇され

た、市長をはじめとする橋本市衛生自治会、

橋本市こども食堂連絡協議会、ＪＡ紀北かわ

かみファーマーズマーケットやっちょん広場

の代表の皆さんによる取組の発表は、それぞ

れの立場から、考えや思い、これからの取組

の動きなどをお聞きすることができ、それぞ

れの活動を応援したいと強く思ったところで

ございます。 

 最後に鑑賞した映画「もったいないキッチ

ン」は、かつて日本人が大切にしてきたもっ

たいない精神に魅せられたオーストリアの食

材救出人が、震災災害を受けた福島から鹿児

島までをキッチンカーで旅しながら、まだ食

べられるのに捨てられてしまう食材を使って、

おいしい料理に変身させ、提供いただいた皆

さんとおいしく食べ切るというもので、ぜひ

多くの市民の皆さん、また、特に感受性の高

い豊かな子どもたちに見てもらいたい映画だ

と思いました。 

 私は、ＳＤＧｓを推進するには行政だけで

なく全市民が一緒になって取り組むべきと考

えます。特に食は生きるためには欠かすこと

のできない活動であります。食品ロスを減ら

すことは自己満足だけでなく本市にも有益で

あり、世界規模の社会課題の解決に貢献でき

る行動です。これを一過的な取組にしてはい

けません。平木市長はパネリストとして、今

がキックオフだとおっしゃっておられました。 
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 そこでお尋ねいたします。 

 １、ＳＤＧｓ日本モデル宣言に賛同するこ

との具体的な意義について。 

 ２、食品ロス削減への本市の取組の現状に

ついて。 

 ３、ＳＤＧｓ推進の取組として食品ロス削

減は大きな意味を持つと考えるが、今後の施

策の展開は。 

 以上、壇上からの質問を終わらせていただ

きます。明確なご答弁をよろしくお願いいた

します。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君の質問、

本市のＳＤＧｓの取組に対する答弁を求めま

す。 

 市長。 

〔市長（平木哲朗君）登壇〕 

○市長（平木哲朗君）おはようございます。 

 本市のＳＤＧｓの取組についてお答えしま

す。 

 まず、一点目の、ＳＤＧｓ日本モデル宣言

に賛同することの具体的な意義についてです

が、現代社会は貧困や紛争、気候変動など多

くの問題を抱えています。そんな中、誰ひと

り取り残されることなく、これらの問題を解

決し、持続可能な社会を築くため、国際連合

は2015年に持続可能な開発のための2030アジ

ェンダを採択しました。このアジェンダ（計

画）を達成するための具体的な目標がサステ

ナブル・ディベロップメント・ゴールズ、い

わゆるＳＤＧｓと言い、日本語で持続可能な

開発目標と呼ばれています。 

 今回のＳＤＧｓ日本モデル宣言とは、地方

自治体が国や企業、住民などと連携して地方

からＳＤＧｓを推進し、地域の課題解決と地

方創生をめざしていくという考えを示すもの

であり、賛同する意義といたしましては、既

に本市でも継続して取り組んでいることでは

ありますが、改めて持続可能な地域づくりに

向けて、地方自治体間の連携だけでなく、地

域における多様な立場の担い手や住民の皆さ

んや民間企業との連携をより積極的に進め、

地域が抱える課題の解決に取り組む姿勢をよ

り明確にするためです。 

 なお、今回のご質問にある食品ロス削減の

問題解決につきましても、ＳＤＧｓの取組の

一つとなりますので、ご理解、ご協力をお願

いいたします。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

〔総務部長（小原秀紀君）登壇〕 

○総務部長（小原秀紀君）次に、二点目の、

食品ロス削減への本市の取組の現状について

お答えします。 

 橋本市消費生活センターが中心となって、

平成30年度からエシカル消費の推進のための

啓発事業を進めてまいりました。このエシカ

ル消費は、消費者の意識、行動により社会課

題にアプローチするためのものであり、現在

本市が取組を進めるＳＤＧｓ推進に消費者が

主体的に取り組むために大いに影響するもの

です。その中で、食品ロスに関しては、親子

で取り組む食品ロスダイアリーを体験しても

らい、家庭での食品ロスの見える化を図って

きました。 

 私たちが今の豊かな生活を持続可能なもの

とするためには、食品ロスは見過ごせない課

題であり、本市における家庭から出される可

燃ごみのうち、食品ロスが約半分を占めてい

ます。また、捨てる行為を見直すことで、十

分に食事が取れない貧困問題に対応できるな

ど、ＳＤＧｓで提唱されている、誰ひとり取

り残さない世界の実現にも寄与できることか

ら、今年度からは食品ロス問題にターゲット

を絞り、関係各課と連携しながら本市の食品

ロスを減らす取組を進めています。 

 具体的には、本年10月24日に食品ロス削減

シンポジウムを開催いたしました。食品ロス
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問題ジャーナリストの基調講演、日本の食品

ロスを扱った映画鑑賞等を通じ、参加いただ

いた皆さまから高い評価をいただいており、

本市が取り組む食品ロス削減のキックオフ事

業としての役割を果たしたと考えています。 

 また、購入後、未使用のまま捨てられる手

つかず食品を、食材を必要としている人や団

体などに無償で配布するフードドライブ事業

を橋本市衛生自治会等と協働で試験的に実施

をしています。持ち寄られた食品は家庭教育

支援室を通じ、こども食堂や社会福祉協議会

に届けられ、活用いただいています。 

 次に、三点目の、今後の施策の展開につい

てですが、食品ロス削減は市民誰もが参加で

きる身近な課題です。食べ切り、使い切り、

買物での手前取りや外食時の食べ残し持ち帰

りなど、生産者、事業者の努力だけではなく、

私たちのふだんの生活の中で実践できるもの

が多くあります。市民の皆さまに一人ひとり

の取組が社会にとって有意義なことであるこ

とをご理解いただき、継続した実践につなが

るよう啓発活動を引き続き実施します。 

 また、今年度試行的に実施しているフード

ドライブ事業を、行政だけでなく社会福祉協

会等関係機関と連携しながら定着させていき

たいと考えています。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君、再質問

ありますか。１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）市長、ご答弁ありがと

うございます。ＳＤＧｓ日本モデル宣言に賛

同するということでございますが、持続可能

な地域づくりに向けて、橋本市として取り組

む姿勢を明確にするということでございます。

それは決意の表れというふうに感じていると

ころでございます。 

 誰ひとり取り残さない橋本市をめざして、

市長の旗振りのもと、このＳＤＧｓというも

のを推進していただきたいなというふうに思

いますので、どうかよろしくお願い申し上げ

ます。 

 それと、食品ロス削減への取組についてで

すけれども、エシカル消費推進の啓発事業、

それと家庭での食品ロスの見える化、食品ロ

ス削減のシンポジウム、また、フードドライ

ブ事業などの取組をしていただいているとい

うことで、今、総務部長よりご答弁をいただ

いたわけなんですけど、ちょうど今週末です

けれども、11日土曜日と12日なんですけれど

も、10時から15時まで、第４回橋本市消費者

交流会、はしもとコンシューマー・ミーティ

ングというものが橋本教育文化会館の４階、

第６展示室にて開催されます。そこでまた併

せて、食品ロスの削減やＳＤＧｓに関する活

動に取り組む団体などが様々な提示を行って

いただけるということでございます。また、

併せてフードドライブなんかも実施されると

いうことですので、またご家庭で食べ切れな

い食品などがあれば、ご協力いただけるよう

お願い申し上げます。ありがとうございます。 

 それで、先ほどもご答弁いただきましたよ

うに、エシカル消費の推進というのが、平成

31年３月議会で私も以前一般質問させていた

だいたわけでございます。そのときに、エシ

カル消費を知るきっかけというのが橋本市消

費者交流会、はしもとコンシューマー・ミー

ティングということで、加渡先生のご講演を

そのときにいただいたわけでございます。 

 そのときのご講演の内容というのが、賞味

期限と消費期限の違いを知って期限内に食べ

る。買物をするときに食べ切れる量を考え、

無駄な買物をしない、それと、即日食べる食

品は期限の近いものを購入するというご講演

をいただいたわけですけれども、この三点と

いうのがしっかりと私の中でも心に響きまし

て、私個人、買物に行ったときに、やっぱり

そういうご講演いただいた内容というのを思
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い出します。 

 そういう食品ロスということを考えたとき

に実践をしているわけでございますけれども、

こういうことを知らなければ、結局、実践も

できませんし、知る機会を得たというのはも

う自分にとって物すごい大切なことやったの

かなというふうに思います。 

 今、消費生活センターが食品ロス削減事業

というのを推進してございます。啓発活動な

んかもしていただいているわけなんですけれ

ども、消費生活センターのこれからの取組に

ついてお伺いしたいんですけれども、食品ロ

ス削減の目的と、それとこれまでの取組、ま

た、成果や効果、そして、今後の課題につい

てお伺いいたしたいと思います。 

○議長（小林 弘君）総務部長。 

○総務部長（小原秀紀君）消費生活センター

のこれからの取組についてお答えいたします。 

 まず、目的につきましては、令和元年10月

に食品ロス削減の推進に関する法律が施行さ

れまして、従来の食品リサイクル法等に基づ

く環境施策に加えまして、消費者の意識・行

動において食品ロスを減らし、環境負荷や貧

困、食料危機などの課題に寄与することが求

められております。事業者、生産者、小売店、

外食店などの提供する側の取組に加えまして、

消費する側も取り組むことで持続可能な社会

の実現をめざすものです。 

 食品ロスにつきましては、食品を無駄にす

るだけではなくて、購入するために支払った

お金、それと商品にするためや処分するため

に費やしたエネルギーや労力なども無駄にす

ることになります。食品ロス削減のための消

費者教育を推進することで、自ら積極的によ

りよい社会の実現に取り組み、本市をよりよ

くする取組に参画する消費者を増やすことを

めざしております。 

 次に、これまでの取組といたしましては、

平成24年に消費者教育の推進に関する法律が

施行されましてから、消費者被害から守られ

るべき消費者から、主体的に社会に参画し、

自らの選択に責任を持つ消費者の育成支援を

続けてきております。 

 平成30年度から３か年はエシカル消費の推

進のための啓発に力を入れておりまして、消

費者が日々の消費行動において、社会にある

様々な課題の解決のための取組を継続的に行

うことが、持続可能な社会の実現をめざすＳ

ＤＧｓの推進につながります。 

 昨年度まで親子で取り組む食品ロスダイア

リー、それと、過去にカフェミーティングで

も食品ロスをテーマに意見交換をいたしまし

た。今年度の取組は先ほど壇上でお答えした

とおりとなっております。 

 成果、効果といたしましては、３年間、食

品ロス削減も含まれるエシカル消費啓発のた

めの講演会や消費者交流会、各種イベントで

の啓発、出前講座などを継続して実施してき

ました。しかし、昨年度実施しました市民意

識調査で、エシカル消費という言葉の認知度

は約22％ということで、まだまだ啓発が十分

とは言えません。 

 先ほどご説明いたしました食品ロスダイア

リーは、家庭での調理や食後の食べ残し、冷

蔵庫の利用状況などで発生する食品ロスの見

える化が家庭内で図られ、今後の改善への気

づきにつながっています。 

 また、今年10月に実施した食品ロスシンポ

ジウム、この参加者の約９割の方が食品ロス

削減に取り組む必要性を理解したとアンケー

トで答えていただいております。 

 今後の課題といたしましては、食品ロスの

市民認知度はまだまだ低い状況となっていま

す。可燃ごみの減量化に加え、本市がこれか

ら取り組もうとしているフードドライブ事業、

それと外食時の食べ切り運動などへの参画を
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通じまして、より多くの市民の皆さまに食品

ロスに対し問題意識を持っていただくことが

大事です。 

 毎日の生活の中でご自身の行動を見直し、

実践していただくことが問題解決への大きな

動きにつながります。啓発活動を通じまして

様々な年代の市民の皆さまへ食品ロス削減の

認知度を高め、理解を深めていただくことが

大切であると感じております。 

 しかしながら、コロナ禍ということもあり

まして、市全体に偏りなく啓発を実施するこ

とが極めて困難となっています。特に学齢期

の児童生徒につきましては、今年度は小学校

２校の協力を得て食品ロスダイアリーに参加

いただきましたけれども、講座等の実施はあ

まりできていない状況となっています。 

 子どもたちが学習し発信することで大人が

感化され気づくことは多々ありますし、次世

代を担う子どもたちが学習を通じ考え行動す

ることは、本市の食品ロス削減事業を大きく

前に進めるものと考えています。学校現場や

公民館等と連携しながら、今後も啓発教育を

進めていく必要があると考えています。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）総務部長、ご答弁あり

がとうございます。 

 今ご答弁いただきましたように、エシカル

消費という言葉の認知度というのも約22％と

いうことでございました。コロナ禍というこ

とで、そういった出前講座なんかもなかなか

できなかったというところもあろうかと思う

んですけれど、先ほど私も言わせていただい

たように、やっぱり知っていなければ実践も

できませんし、今おっしゃっていただいたよ

うに、毎日の生活の中でのご自身の行動を見

直して実践いただくということが何よりのこ

とでありますので、その辺りまた今後も、周

知とそういった形での啓発の活動というのは

していっていただきたいなというふうに思う

わけなんですけれども。 

 そんな中で、このフードドライブという言

葉についてですけれども、私自身、少しずつ

市民の皆さまにも周知できていって、浸透し

てきているというふうには思っておるところ

なんですけれども、集められた食材というの

が本市の家庭教育支援室を通じてこども食堂

へとつないでいるというふうにも伺ってござ

います。 

 そんな中で国の動きですけれども、昨年度

のことなんですけど、災害用備蓄食料という

のをフードバンクに寄附する動きもありまし

た。昨年、農林水産省においては、賞味期限

切れの近いもの、それと２か月以上前に賞味

期限が切れているフルーツの缶詰などの備蓄

食料というのを食糧支援団体に寄附している

ということでございます。 

 そんな中で、本市においてですけれども、

災害用備蓄食料というのは、以前は自主防災

組織の中での訓練等でご活用いただいておっ

たと思います。そんな中でコロナ禍で訓練等

が行えない中なんですけれども、食品ロスに

ついて危機管理室のほうでちょっとお伺いい

たしました。そうしたところ、フードドライ

ブや保育園で使用しているというふうにもお

聞かせいただいております。 

 危機管理室でもそういった形で食品ロスの

ないようにしっかりと取り組んでいただいて

おるということは物すごいありがたいなと思

いました。国の動きでもそんな形で行ってお

りますので、本市でもそういう形で行ってい

ただいているのがほんまにありがたいなと思

っております。 

 食事時の食品ロスという観点から、学校給

食についても何点かお伺いいたしたいんです

けれども、学校給食の残食についてですが、

量とか味、それとアレルギーなどにより残す
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理由というのが存在しているわけなんですけ

れども、一律に残すということが悪いとは言

えない状況であるというふうには承知してご

ざいます。 

 また、残食について問題意識を持って、栄

養面などからもアプローチして、食べ残しを

減らす工夫などもしていただいているという

こともお伺いしておる中でですけれども、学

校給食の食べ残し量の把握と減らす取組の効

果についてですけれども、学校給食の残食量、

食品ロスの分、それと残食の行方、処分のた

めの経費、それと食べ残しを減らす取組の有

無、食品ロス削減への給食センターとしての

課題についてお聞かせください。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）ただ今のご質問に

お答えします。 

 まず、残食量ということなんですけども、

まず、学校給食におきましては、調理の下処

理で出る調理残渣と学校から食べ残しとして

返却されるものの二つに分かれてございます。 

 今、新センターが完成しておるんですけど

も、完成前の平成29年度の調理残渣が21.5ｔ、

それから食べ残しのほうが65.7ｔ、合計が

87.2ｔでございました。新センター完成後に

つきましては、平成30年度、それから令和元

年度、令和２年度の数字ですけども、調理残

渣のほうが各年度13.6ｔ、11.9ｔ、16.3ｔと

なっております。食べ残しにつきましては各

年度、62.9ｔ、57.5ｔ。51.3ｔとなっており、

合計では76ｔ、69.4ｔ、67.6ｔとなってござ

います。 

 なお、処理につきましては広域ごみ処理場

のほうで処分をしてございます。また、処分

に係る経費ですけども、旧センターの平成29

年度では87万1,800円、また、直近の新センタ

ーでの令和２年度におきましては62万9,640

円となっておりまして、比較的、新センター

完成後につきましては、量は減少傾向にある

ということになってございます。 

 それから、次に、食べ残しを減らす取組に

つきましてですが、まず、調理におきまして

は、できる限り旬の食材を発注することで、

特に野菜関係なんですけども、皮や芯など、

そういう食材に適さない部分をできるだけ減

らしていくと、そういうふうな工夫を献立の

段階、また、食材を発注する段階でしてござ

います。 

 それから、新センター完成後につきまして

は、食べ残しなどを細かく粉砕して水分を取

り除く装置、ディスポーザーシステムという

んですけども、このような装置を設置してご

ざいます。ですので、実際の処分量、水分等

を減らしておりますので、処分量については

減らすことができておるということになって

ございます。 

 次に、学校のほうでの取組なんですけども、

これにつきましてはふだんから行っておるん

ですけども、まず、栄養教諭、管理栄養士の

ほうなんですけども、栄養教諭が今は給食の

秘密を知ろうという、そういうようなテーマ

で授業を、各学校に出向きまして、給食セン

ターでどんなふうな調理工程をやっているか、

まず下処理から調理、それから片づけまでの

動きと、食べ物をグループ分けした栄養のお

話を分かりやすく教えてございます。この中

でいろんな取組がなされているということを

子どもたちに教えてございます。 

 ほかにも食べ残しを減らす取組としまして

は、やはり献立表に食の役割であったり効果、

それから生産者の苦労話なんかを掲載しまし

て、食育の授業や家庭でのお知らせ、子ども

だけではなしに保護者の皆さんにもしっかり

と給食を取っていただくというようなことの

重要性を伝えてございます。 

 あと、センターとしての課題、食品ロス削
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減への課題につきましては、先ほど数字を申

し上げましたとおり、年々減少はしている傾

向ではあるんですけども、やはりまだまだ食

べ残しを減らしていく、また、調理残渣につ

いては再利用等も含めたいろんな方策を検討

していく必要があるというふうに考えており

ます。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 給食センターの課題というのをお聞かせい

ただきました。年々、食品ロスというのも減

少している傾向であるというふうにもお答え

いただいたわけですけれども、年度別でも何

ｔという形では減ってきてございます。 

 私もちょっと思うんですけど、生徒数も若

干減っているのかなというところもあります

し、それこそ給食の量というのがもし減って

いた場合、減っていた場合、もちろん残渣も

減ってくるわけなので、その辺もしっかり確

認して把握していただいて、食品ロスにさら

につなげていっていただきたいなというふう

に思いますので、よろしくお願いします。 

 食品ロスについても問題意識もしっかり持

って取り組んでいただいているというふうに

理解もさせていただいたので、引き続きやっ

ていただきたいなというふうに思います。 

 それで、一つご提案があるんですけど、給

食の残食量を減らすための取組というのは、

やはり子どもたちが主体的に取り組める身近

な事案であるというふうに考えるわけなんで

すけれども、環境省のほうから「学校給食の

実施に伴い発生する廃棄物の３Ｒ促進モデル

事業」の事例集というのも出てございますの

で、全てが活用できるかといえばちょっと疑

問なんですけれども、本市でも取り組める部

分があるのであれば、３Ｒの促進モデル事業

というのをご検討なりしていただきたいなと

いうふうに思うんですけど、それについてご

答弁いただけますか。 

○議長（小林 弘君）教育部長。 

○教育部長（阪口浩章君）議員ご指摘の「自

治体職員のための学校給食の食べ残しを減ら

す事業の始め方マニュアル」ということで、

これは環境省のほうが発行してございまして、

これ拝見させていただきました。この中には

六つの自治体が先進的に取り組んでおられる

３Ｒ促進の事例が記載されておりました。 

 共通して、見させていただいた中では、や

はり削減に向けて努力した成果を子どもたち

に見える化しているということがございまし

た。それから、やっぱり行政の力というのも

非常に大切なところでございまして、やっぱ

り行政、学校給食センターが明確な役割分担

をされておると。それと、取組の実施にあた

ってはＰＤＣＡサイクルによって進捗管理を

きちっとされておるというようなことが挙げ

られているかと思いました。 

 今回、さきのご質問の答弁でも、学校にお

いても様々な取組、給食センターにおいても

やっておるんですけども、ご指摘いただいた

事例集をまた参考にしながら、学校、それか

ら教育委員会、そして市長部局の各担当によ

りまして、学校給食の食べ残しを減らすプラ

ンづくりのような形のものを取り組んでいけ

たらなと、そのようには考えておりますので、

また議員におきましてもご協力いただけたら

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。

まずはやっぱりしっかりと、できるできない

も含めて考えていただいて、取り組めるとこ

ろは取り組んでいただく。我々も微力ながら

協力をさせていただきますので、何かあれば

またお声がけいただいたらと思いますので、

どうかよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、再質問をさせていただきます。 
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 本市の食品ロス削減を大きく進めていくた

めには、やはり市民一人ひとりの意識と行動

が重要であるというふうに感じております。

特に、全ての児童生徒が消費者として学習を

通じて理解を深め、行動するということが、

大人にもよい影響を与えることが期待できる

というふうに考えております。今後、ＳＤＧ

ｓを推進していくには児童生徒の学習が特に

重要であり、次世代の参画なくしてＳＤＧｓ

の推進はあり得ません。 

 ですから、学校や先生だけではなくて、消

費生活センターや生活環境課などを含む行政

と連携や協力を得ながら、教育委員会も一緒

になり取り組むことが必要ではないかと考え

ております。 

 現状、各学校でのＳＤＧｓに関わる学習状

況と食品ロスについての学習や取組状況につ

いてお伺いいたします。 

○議長（小林 弘君）教育長。 

○教育長（今田 実君）まず、各学校のＳＤ

Ｇｓに関わる学習状況についての再質問につ

いてお答えしたいと思います。 

 教育委員会としてのＳＤＧｓの位置づけに

ついてですが、第２期橋本市教育大綱におい

て、「人が学び合い、共に育むまちづくり」の

理念のもと、18の重点目標を掲げて取組を進

めています。その中の重点目標の一つに、持

続可能な社会の担い手を育む教育を推進する

と設定してあります。 

 私たちはここではＥＳＤとして位置づけて

おります。エデュケーション・フォー・サス

テナブル・ディベロップメント・ゴールズの、

それを進めていくための教育だというふうに

位置づけております。また、橋本市生涯学習

推進計画においても、連携ネットワークをめ

ざした新たな行政の仕組みづくりの中にＥＳ

Ｄを位置づけております。このように、学校

教育と社会教育の両面から進めていくとして

おります。 

 特に学校教育においては、新学習指導要領

の前文にもＥＳＤについての文言が触れられ

ておって、大切な教育理念として示されてい

ます。そこには自分のよさや可能性を認識す

るとともに、あらゆる他者を価値ある存在と

して尊重し、多様な人々と協働しながら、様々

な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り

開き、持続可能な社会の創り手となることが

できるようにすることが求められると、そん

なふうに示されています。 

 従来どおり、個人の成長というのは教育の

中では尊重していかなあかんところではあり

ますが、社会人としての役割を果たすという

ことが加えられたというふうに捉えることが

できます。そこで、私たちは社会の創り手を

育成するために、小学校卒業段階での児童像、

中学校卒業段階での生徒像を明確に持って、

全ての教育活動を通して実践を行っていく必

要があると思っております。 

 そのために学習指導要領の総則には、カリ

キュラムマネジメントの手法を用いて、総合

的な学習の時間を中心に、教科等を横断的に

関連づけた学習内容を計画、カリキュラムを

作成して、ここが大事なところでありまして、

主体的・対話的で深い学びとなるような工夫

をした事業を行うことが求められていると。

ここが、単にそのテーマとなっていることを

学ぶだけではなくて、学ぶことを通してどん

な力をつけていくか、そこを大事にしていか

ないといけないというふうに考えております。 

 各学校においては、ＳＤＧｓに示された多

文化理解、環境、人権、平和、防災等のテー

マを対象とした学習を行うことで、今申し上

げました主体的・対話的で深い学びを生み出

す実践をしているところです。 

 次に、食品ロスについての学習や取組状況

についてお答えしたいと思います。 
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 先ほどの教育部長の答弁の中にもあったん

ですけれども、学校では食育といったテーマ

でカリキュラムに位置づけて実践をしており

ます。食事の重要性や食材と関わっている方

について調べたり、日頃お世話になっている

給食センターに協力してもらって学習をした

りする事例があります。 

 自校の給食残量調査を行い、その数値をも

とにして、児童会が中心となって全校に呼び

かけ、残量の減量に取り組んだ学校もありま

す。また、橋本市消費生活センターと連携し、

出前講座を実施していただいたり、消費生活

啓発ポスターコンクールに応募したりもして

おります。 

 このような学習を通して、食品ロス削減に

ついての意識を高めるとともに、子どもたち

が直面している課題を、人のことではなくて

自分のこととして捉えて、そこで調査したり、

自分たちにできることはないかと考えたり話

し合ったり、そして、最後には行動に移す、

そのことを通して主体的・対話的で深い学び

となるような学習となるように実践をしてい

るところです。 

 このように、学校ではただ単に食品ロスに

ついて学ぶだけではなくて、食品ロスについ

て学ぶことを通して児童生徒につけていきた

い力を明確にして実践をしているところです。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）今田教育長、ご答弁あ

りがとうございます。教育長のＥＳＤや子ど

もたちに対する熱い気持ちというのは十分分

かっております。今田先生が校長先生の時代

にも、率先してＥＳＤ教育を通して持続可能

な社会の担い手を育てていくということで実

際いろいろやっていただいているのは知って

おります。 

 そんな中でもやっぱり、率先してやってい

ただいているところもあれば、ちょっと温度

差もあるところもあるのかなというふうに思

います。今後は、日本モデル宣言にも賛同い

たしましたことですし、温度差なくして、子

どもたちの教育というか、それぞれの主体性

も含めて、学んで力をつけるということでご

ざいますので、またそういった力を、持続可

能な目標達成のためにも次世代の子どもたち

の力というのが必要でございますので、そう

いったところでまた今田教育長には旗振りを

していただきたいなと思いますので、どうか

よろしくお願いいたします。 

 先ほども言いましたように、次世代を担う

子どもたちというのが持続可能な社会の実現

に向けて、現実の課題と向き合ってその解決

策を自分たちで見いだし、そして実行するた

めに学習をしていただくということは、ＳＤ

Ｇｓの推進を行っていく本市にとってもとて

も意義深いことであるというふうにも私は思

っております。ぜひ市内の公立学校全てでま

たしっかりと進めいただきたいと思いますの

で、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 このＳＤＧｓにうたわれております17のゴ

ールというのは、行政施策の全ての分野に及

ぶと考えております。さきの９月市議会定例

会におきまして10番議員のほうからも、橋本

市におけるＳＤＧｓの取組についての質問が

ありました。総合政策部長より、総合計画後

期基本計画を策定していく過程で多くの職員

や市民が関わり合いを持ち、ＳＤＧｓについ

ての理解と意識の醸成を図っていきたいとの

答弁がございました。 

 そこで、総合政策部長にお伺いいたします。

現時点において、後期基本計画の中でどのよ

うな方向性なり具体性を持って計画策定を進

めようとしておられるのか、また、職員や市

民の皆さま方に対するＳＤＧｓへの理解促進
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のための教育、そして啓発等をどのように進

めていこうと考えておられるのか、お伺いい

たします。 

○議長（小林 弘君）総合政策部長。 

○総合政策部長（上田力也君）９月議会にお

いて、10番議員のほうからＳＤＧｓに関する

ご質問を受けたところでございます。 

 本市においても他の自治体と同様に、人口

減少が進行して地域活力の低下というのが懸

念されている中において、持続可能なまちづ

くりの視点というのがますます重要になって

きております。 

 現在策定中の後期基本計画において新たに

取り組むべき視点として、ＳＤＧｓ、持続可

能な開発目標への対応を項目に加えることと

しております。ＳＤＧｓの理念や取組をまち

づくりの全分野に浸透できるように位置づけ、

各施策に取り組みたいと考えております。 

 先ほどから議論されております食品ロスで

あるとか、あるいは学校の給食の食べ残し、

それからＥＳＤの理念に基づく各施策である

とか、そういったことに関することも具体的

にこの計画に反映させていきたいというふう

に考えております。 

 そして、後段の部分なんですけども、現在、

橋本市におきましては複雑化・多様化する行

政や地域課題に対し、ＳＤＧｓの目標として

17番目になるんですけども、パートナーシッ

プによる目標達成に向け、大学や企業との連

携・協力のもと課題解決に取り組んでおりま

す。 

 職員や市民の皆さまへの理解促進につなが

る研修であるとか啓発であるとか、そういっ

たことも、包括連携協定を結んでいる民間事

業者の研修やセミナー等のメニューを活用さ

せていただき、継続的に進めていきたいと思

います。まずは、年度内に市民の方々も参加

できるオンラインセミナーも企画していると

ころでございます。また、広報はしもと２月

号には、ＳＤＧｓに関する本市の取組につい

て市民の方々にお知らせをする予定でござい

ます。 

 以上です。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君。 

○１番（岡本安弘君）ありがとうございます。 

 ＳＤＧｓ、持続可能な開発目標の達成には、

先ほども今田教育長にお話しいただいたよう

に、ＥＳＤの目的でもあります持続可能な社

会の担い手の育成も大切でございます。そし

て、市民への周知や啓発、また、協力も大切

なところでございます。その上で、やはり橋

本市としてどうしていくのかを示していかな

いといけないのではないのかなと思います。

そういったところで、この後期基本計画に持

続可能な開発目標への対応の項目を加えると

いうことでございます。 

 先ほどからも、ＳＤＧｓ日本モデル宣言に

賛同するということでございますので、市長

を筆頭に総合政策部が旗振りをしっかりして

いただいて、ＳＤＧｓの推進、誰ひとり取り

残さない橋本市をめざして、ともに頑張って

いけたらと思います。よろしくお願い申し上

げ、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（小林 弘君）１番 岡本君の一般質

問は終わりました。 

 この際、11時20分まで休憩いたします。 

（午前11時12分 休憩） 

      


